
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  自家用車の借上料 

Ｑ：当社は営業用車両が不足気味なので従

業員の所有する自家用車を借上げて、その従

業員に業務用として使用させようと考えてい

ます。また、駐車場代も従業員に別途支給し

ようと考えているのですが、これらの借上料、

駐車場代の税務上の取扱いを教えて下さい。 

 

Ａ：それぞれ、次のとおりです。 

【解説】 

①借上料 

 所得税では、給与所得者が勤務する場所を

離れてその職務を遂行するための旅行に通常

必要であると認められる費用は非課税とされ

ています。 

 ご質問の場合、出張に際し従業員の所有す

る自家用車を使用し、会社が出張旅費ではな

く自家用車の借上料として支給した場合でも、

借上料の算定が会社業務に使用した走行距離

を基礎とするなどその金額に合理性があれば、

その出張に通常必要であると認められる部分

（ガソリン代及び走行距離に応じた借上補償

料等の実費弁償的な金額）については、給与

として課税しなくて差し支えないものと思わ

れます。 

②駐車場代 

 従業員の自家用車の駐車場代については、

会社がその自家用車を借上げるか否かにかか

わらず、本来、その所有者である従業員が負

担すべきものです。したがって、会社が従業

員に対し、駐車場代という名目でその全部又

は一部を支払っていたとしても、それは給与

として課税されることとなります。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００４年）平成１６年  金曜日  月８  ２ 日 ７

発行所 株式会社 
大阪市中央区平野町３－１－１０  
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

２ ６ １ ２  

 

号 


